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告 示 

鳥取県告示第366号 

鳥取県附属機関条例（平成25年鳥取県条例第53号）第２条第３項の規定に基づき、次のとおり附属機関を設置

するので、同条第４項の規定により告示する。 

  平成29年５月９日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

名称 調査審議する事項 設置期間 庶務担当機関 

鳥取県原子力防災避難経路阻

害要因調査研究業務企画提案

書評価委員会 

原子力防災避難経路阻害要因調査

研究業務に係る受託者の選定に関

する事項 

平成29年５月９日

から同月31日まで 

原子力安全対策

課 

鳥取県告示第367号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）

第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定に基づき、医療機関を指定したので、生活保護法第

55条の３（中国残留邦人等支援法第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定により次のとおり

告示する。 

  平成29年５月９日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

診療所 

名 称（氏 名） 所 在 地（住 所） 指 定 年 月 日 

池田外科医院 鳥取市興南町８－２ 平成28年４月１日 

鳥取県告示第368号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」と

いう。）第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から診療所を廃止

した旨の届出があったので、生活保護法第55条の３（中国残留邦人等支援法第14条第４項の規定によりその例に

よる場合を含む。）の規定により次のとおり告示する。 

  平成29年５月９日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

診療所 

名 称（氏 名） 所 在 地（住 所） 廃 止 年 月 日 

池田外科医院 鳥取市興南町８－２ 平成28年３月31日 

鳥取県告示第369号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者から当

該指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告

示する。 

  平成29年５月９日 

鳥取県中部総合事務所長 西 山 信 一 

事業者の名称又

は氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
届出年月日 廃止年月日 

サービスの種

類 

合同会社鳥龍舎 リハビリテーショ 東伯郡湯梨浜町大 平成29年４月 平成29年５月 介護予防通所
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ン強化型デイサー

ビスＥ s o l a 

字はわい温泉82－

1 

26日 １日 介護 

監 査 委 員 告 示 

鳥取県監査委員告示第１号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の29に規定する包括外部監査人である岸本信一の監査の事務を補助

する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が当該包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

について、同法第252条の32第２項の規定により、次のとおり告示する。 

  平成29年５月９日 

鳥取県監査委員 小  林  敬  典 

鳥取県監査委員 湯  口  夏  史 

鳥取県監査委員 山  根  朋  洋 

鳥取県監査委員 上  村  忠  史 

鳥取県監査委員 森 雅  幹 

氏 名 住  所 監査の事務を補助できる期間 

上原 武 鳥取市河原町山手467 平成29年５月９日から平成30年３月31日まで 

谷田 真基 境港市清水町621－３ 〃 

古川 嘉彦 鳥取市湖山町北四丁目248 〃 

調 達 公 告 

一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  平成29年５月９日 

鳥取県立厚生病院長 皆 川 幸 久 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  灯油 666キロリットル 

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  平成29年３月24日 

４ 落札者の名称及び所在地  株式会社ハルキ 

倉吉市住吉町114 

５ 落 札 金 額  １リットル当たり51.8円（消費税及び地方消費税の額を除く。） 

６ 入 札 公 告 日  平成29年２月10日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県立厚生病院事務局管財課 

及び所在地 倉吉市東昭和町150 


